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世代会計 （世代間負担）

年 金
、 医 療、 介 護 問 題 と 会 計 情 報

中 島 照 雄 （群馬大学）

Ｉ ２１世紀の課題一高齢社会と会計一

現 在、 先 進 諸 国 は、 高 齢 化 が 進 展 し て い る。 国 連 指 針 で は、 老 齢 者 の 全 人 口 に 占 め る 比 率 が

７％ を 越 え る と 高 齢 化 杜 会 （ａｇｉｎｇ ｓｏｃｉｅｔｙ） と 言 い、 １４％ を 越 え る と 高 齢 杜 会 （ａｇｅｄ ｓｏｃｉｅｔｙ）

と 言 う。 日 本 は、 １９７０年 に 高 齢 化 杜 会 に な っ て か ら 僅 か２４年 後 の１９９４年 に 高 齢 杜 会 に な り、 他

の 先 進 諸 国 に比 べ て 高 齢 化 の ス ピー ドが 際 立っ て い る。 予 想 さ れ る 高 齢 杜 会 へ の 進 展 は、 財 政

支 出 の 膨 張と 財 政 の 危 機 的 な状 況 を招 く。 従 来 の シス テム を 維 持 し て い け ば、 世 代 間 の公 正 な

配 分 が 難 し く な っ て い く。 こ れ に 関 し て は、 次 の 指 摘 が あ る。

高 齢 杜 会 の 課 題 は、 結 局 は杜 会 の 配 分 問題 （資 源 配 分 の 適 正 化） に あ る。 配分 問題 は、 租税

負 担、 所 得 移 転、 杜 会 保 障 制 度、 資 産 利 用 ・ 環 境 ・ 資 源 の 利 用 （回 復） な ど に つ い て、 世 代 問

の 公 正 な 配 分 を意 味 す る。 伝 統 は、 価 値 を世 代 間 に い か に 継承 す る か と いう 問題 で あっ て、 市

場 価 値 を 超 え た 資 源 ・ 資 産
、 資 金

、 風 土 ・ 風 俗、 芸 術 な ど の 価 値 の 伝 達 を 意 味 す る。 ま た、 生

命 ・ 欲 求 は、 従 来 の 市 場 経 済 で は存 立 し得 な いと ころ の、 市民 生 活 に 立脚 す る非 市 場 的 要 素 が

よ り 強 化 さ れ る 特 質 を も つ も の と 考 え る。・（略）・ そ こ で、 文 化 会 計 の 領 域 の 一 つ と し て「継 承 一

世 代 会 計 （医 療、 年 金 ・ 介 護 間 題） 一」 を 提 示 さ れ る１〕
。

世 代 会 計 に つ い て は、 コ ト リ コ フ （Ｌａｕｒｅｎｃｅ Ｊ． Ｋｏｔ１ｉｋｏｆｆ） が 財 政 赤 字 は 財 政 政 策 の ス タ ン

ス を 示 す 適 切 な 指 標 で は な い と 言レ＼ そ れ に か わ る 指 標 に、
「世 代 会 計（Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎａ１ Ａｃｃｏｕｎｔｉｎｇ）」

を 提 唱 し た２〕
。世 代 会 計 は、 出 生 年 齢 別 の 各 世 代 の 生 涯 に わ た る 政 府 か らの 純 受 益 額 の 現 在 価 値

（世 代勘 定） を 計 測 す る。 現 在 か ら 将 来 に か け て の 政 府 の 収 入 と 支 出 を世 代 別 に 分 解 し、 生 涯

を通 じ た 純負 担 を割 引、 現 在 価 値 を 世 代 別 に 算 出 す る。 各 世 代 別 に、 政 府 に 対 す る 支 払 い （税

金 納 付、 年金 負 担、 国 債購 入 な ど） と 政 府 か ら の 受 け 取 り （補 助 金 の 受 け取 り、 年 金 給 付、 国

債 の 利 払 いの 受 け 取り な ど） を 一 生 の 間 に 累 計 で ど れ だ け 授 受 す る か を 計 算 し、 世 代 別 損 得 勘

定 を 確 定 す る。 消 費 者 行 動 が、 ラ イ フ サ イ ク ル 仮 説 （１ｉｆｅ ｃｙｃ１ｅ ｈｙｐｏｔｈｅｓｉｓ， Ｆ ・ モ ヂ リ ア ニ ー

らの 仮 説。 消 費・ 貯 蓄 を行 う 個 人 は、 生 涯 所 得 の 制 約 で 使 途 を 計 画 す る） に よ り 説 明 可 能 な ら

ば、 世 代 会 計 は政 策 の 影 響 を適 切 に表 現 す る 指 標 と 言 う こ と が で き る。 そ の 利用 は、 問 題 解 決

の 先 送 り （将 来 世 代 に負 担 を回 す） を明 瞭 に 証明 で き る も の と 言 わ れ て い る。

こ れ に 関 し て は、 わ が 国 で は 「経 済 白 書 （平 成７年 度）」 に 取 り 入 れ て い る （図 １）。
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図 １ 世 代 会 計 の 試 算
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（備 考） １． 将 来 世 代 負 担 率 と は、 将 来 世 代 の負 担 額 を現 存世 代 の最 も 若 い世 代と 比 較 し た も 似

２． 今 回 の 推 計 の （ ） 内 は過 去 の純 負 担 と公 共 投 資 か ら の 受 益 を 除く べ 一 ス。

（資 料） 麻 生 良 文、 吉 田 浩 「世 代 別 会 計 に よ る 財 政 政策 の 効果 の 検 討」

目 高 政 浩、 新 井 孝 一、 倉 地 靖 彦、 田 辺 喜 彦 「世 代 会 計 に よ る 高 齢化 杜 会 の 財 政政 策 の評 価」

米 国 予 算 管 理 局 「米 国 予 算 教 書 （１９９５会 計 年 度）」

（出 典） 『経 済 白 書 平 成 ７ 年 度』 １９９５年． ６５２頁。

皿 高齢社会と会計惰報

高 齢 ・ 少 子 化 の 急 進 の 中 で 杜 会 は構 造 転 換 期 を迎 え、 企 業 経営 の 面 で は労 働 力 の 高 齢 化 が進

み、 生 産 年 齢 人 口 の 減 少 （図 ２） や、 杜会 保 障 関連 の企 業負 担 の 増加 な ど が 予想 さ れる。 政 府

に は、 他 の 先 進 諸 国 と 同 様 に、 杜 会 保 障の 改革 で、 杜 会 保 障 の負 担 増加 と 給付 減少 の二 者 択 一

ま た は 同 時 進 行 も 追 ら れ て い る。 こ れ は、 今後 の企 業や 家 計 に と っ て負 担 増加 に繋 がる。
企 業

に は人 件 費 の 中 で も、 特 に、 法 定 福 利 費 （厚 生 年金 ・ 健 康保 険や 雇用 保 険 等 の 事業 主負 担） を

押 し上 げる 影 響 が 出 て く る。 法 定 福 利 費 は、 企 業 に と っ て 公 的 性 格 の 費 用 で 租 税 と 類 似 す る が、

黒 字 収 益 の み に 負 担 す る 租 税 と 異 なり、 業 績 に 関 わ ら ず 雇用 者 の 報 酬月 額水 準 に よ り 支 出 を 余

儀 な く さ れ る。
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従 業 員 雇 用 に 伴 う 雇 用 主 負 担 の 上 昇 は、 企 業 が 何故 負 担 を し な け れ ば な ら な い の か と い う 反

発 を 生 じ る 恐 れ が あ る。 不 確 実 な 健 康 に 対 処 し被 用 者 が 健 康 確 保 し て 企 業 勤 務 を 可 能 に す る の

は、 健 康 保 険 が な け れ ば な ら な い。 あ っ て は な ら な い が雇 用 調 整 に は、 失業 保 険 （雇 用 保 険）

が 整 備 さ れ て い な け れ ば な ら な い。 年 齢 によ る 退 職 制 度 （定 年制） を適 用 す る に は、 厚 生 年 金

保 険 な ど の 老 齢 ・ 退 職 年 金 が用 意 さ れ て い な けれ ばな らな い。 企 業 も こ れ らの 制 度 が 杜会 的 に

整備 さ れ て い な け れ ば 経 営 が 困 難 と な る。 企 業 は 杜 会 的 仕 組 み の 受 益 者 にな り、 かつ 負 担 を す

る こ と に な る。

図 ２ 年 齢 三 区分 別 人 口 の 推移
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年 次

国 立 杜 会 保 障 人 口 間 題 研 究 所 「日 本 の 将 来 推 計 人 口」 １９９７ 年。

皿 年金 問題

年金 に は、 公 的 年 金 と 私 的 年 金 が あ る。 公 的 年 金 は、 世 代 問 扶 養 （一 部 積 み 立 て が あ る が原

則 的 に は賦 課方 式） で 公 平 給 付 を 日 的 と し て 厚 生 年 金 や、 共 済 年 金、 国 民 年 金 な どが あ る。 私

的 年 金 は、 自 己 扶 養 の 原 則 （積 立 方 式） で より 高 い給 付 を 目 的 と し て 企 業 年 金 （厚 生 年 金 基 金、

適 格 退 職 年 金） や 生 命保 険の 個 人 年 金 保 険 な ど が あ る。 年 金 制 度 は、 全 国 民 が 受 け 取 る 国 民 年

金 （基 礎 年 金） と、 勤務 者加 入の 厚 生 年 金 （公 務 員 な ど は 共 済 年 金） の 二 構 成 の 公 的 年 金 が あ

る。 さ ら に 上 乗 せ と し て、 企 業 年 金 や 個 人 年 金 （生 命 保 険） が あ る。

世 代 別 の 年 金 収 支 に関 して は、
「経 済 白 書 （平 成８年度）」 に 試 算 を 公 表 し、 今 後 の 負 担 （自 己

負 担 分 と 企 業 負 担 部 分） や 給 付 状 況、 負 担 と給 付の 格差 な ど が 示 さ れ て い る （図 ３）。

こ れ で は、 将 来 世 代 が 果 た し て 「世 代 間 の 助 け 合 い」 に つ い て 納 得 す る か 疑 間 が 生 じ る。 今

後、 企 業 負 担 の 増 加 も 相 当 な 推 移 が 示 さ れ て い る。 この 試算 は、 厚生 省 人 口 問 題 研 究 所 の 前 回
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図 ３ 厚 生 年 金 の 保 険 料 お よ び 給 付 額 の 生 涯 賃 金 の 比 率 の シ ミュ レー シ ョ ン
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（出 典） 「経 済 白 書 （平 成 ８ 年 度）」 １９９６ 年、 ４１１ 頁。

八 代 尚 宏 「維 持 可 能 な公 的年 金 制 度 を」 朝 日 新 聞 （１９９７ 年 ９月 ８ 日）。

（注） 出 典 を参 照 し て、 一 部 加 筆 する。

（平 成 ４ 年 ９月 推 計） に 基 づ く も の で あ っ て、 前 回 推 計 を大 幅 変 更 （一 層 の 高 齢 ・ 少 子 化 の 変

更） した 今 回（平 成 ９ 年 １月 推 計）か ら す れ ば、 実 態 は 一 層 の 厳 し さ が あ る こ と が 推 測 さ れ る３〕
。

高 齢 杜 会 の 突 入 は、 公 的 年 金 の加 入 者 数 と 受 給 者 数 の 将 来 の バ ラ ンス を 危 う く す る。 い わ ゆ

る 団 塊 世 代 の 定 年 を 目 前 に、 企 業 は 相 次 い で 退 職 金 制 度 の 見 直 し を 始 め、 退 職 金 制 度 に 能 力 主

義 と い う 形 ま で加 わ っ て き て い る。 従 来、 企 業 は、 資 金 不 足 時 に 退 職 積 立 金 を 投 資 資 金 と し て

活用 し、 ま た 退 職 一 時 金 を 長 期 雇用 の つ な ぎ 止 め 役 に し て き た。 公 的 年 金 の 財 政 悪 化 が 予 想 さ

れ、 負 担 増加 や 給 付 額 検 討、 給 付 年 齢 の 段 階 的 引 上 げ な どが 検 討 さ れ て い る。 つ な ぎ 役 に 企 業

年 金 の 役 割 が 期 待 さ れ る が、 超 低 金 利 政 策 が 異 常 に 長 期 化 し て、 企 業 年 金 も 財 政 悪 化 で 積 立 て

ら れ た 年 金 資 産 に 対 す る 責 任 準 備 金 の バ ラ ン ス が 崩 れ、隠 れ 債務 が 浮 上 し て い る（新 会 計 基 準）。

と こ ろ で、 年 金 間 題 で は、 老 後 の 所 得 保 障 に 年 金 が 何 故 必 要 な の か、 ま た、 公 的 年 金 が 何 故

必 要 な の か と い う こ と が 間 わ れ る。 こ れ に 関 し て は、 次 の 指 摘 が あ る。

年 金 は、 生 存 の 不 確 実 に 対 す る 保 険 で 一 定 の 掛 け 金 を 納 め る 代 わ り に、 死 ぬ ま で の 消 費 を 保

証 す る、 い わ ば長 生 き の リ ス ク をシ ェ ア する 保 険 で あ る （生 命 保 検 と は 逆 に な る）。 生 涯 の 消 費

を 考 え た と き、 い つ 死 ぬ か と い う 生 存 の 不 確 実 性 が 重 要 で あ る。 平 均 余 命 が 延 び る に 従 い、 準

備 し た 貯 蓄 が 底 を つく。 核 家 族 化 が 進 め ば 進 む 程、 生 涯 消 費 を 保 証 す る た め に 年 金 が 必 要 と な

る。 私 的 年金 だ け に 老 後 の 所 得 保 障 を 託 せ な い。 な ぜ な ら、 第１に は市 場 の失 敗 の 恐 れ があ る。

個 人 年金 の 場 合、 生 保 会 杜 は加 入 者 の 生 存 確 率 が 完 全 に は 分 か ら な い。 こ れ で は、 い ず れ 年 金
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市 場 は 失 敗 す る。 さ ら に、 年 金 は長 期 契約 で、 猛烈 なイ ン フ レ で 紙 切 れ 同 然 に な る 可 能 性 が あ

る （私 的年 金 は名 目価 値 で保 証 す る）。 第 ２ に は、 政 府 の 父 権 的 役 割 が あ る。 老 後 の 所 得 保 障 を

国 民 の 自発 的 貯 蓄 だ け に は任 せ ら れ な い の で あ る。 若 い 時 に 備 え を 怠 っ た 者 が、 高 齢 に な っ て

生 活 に 困っ た場 合 に、 理 由 に 係 わ ら ず 政 府 は 救 済 せ ざ る を 得 な く な る。 そ こ で、 政 府 は 父 権 的

役 割 で、 老 後 の た め に若 年期 に 一 定の 保 険 料 を 強制 的 に 徴 収 し 備 え る か ら で あ る４〕
。

こ の よ う に、 貯 蓄 よ り は 年 金 が、 私 的 年 金 よ り は 公 的 年 金 が 必 要 と さ れ る こ と に な る。

次 に、 年 金 の 世 代 間 公 平 に 関 し て、 ア メ リ カ で 四 半 世 紀 余 り 前 の 主 張 に、 次 の 指 摘 が あ る。

積立 方式 対 賦 課方 式と、 世 代間 の公 平の 間題 で は、 賦 課 方 式 に よ る 支 払 い の 概 念 の 実 施 が 困

難 で あ る こ と が 判 明 し て い る。 人 口 の 伸 び、 生 産 性 の 伸 び、 退 職 年 齢、 労 働 力 率、 雇 用 水 準 と

い っ た 関 係 変 数 の 長 期 推 計 が 極 め て 困 難 な こ と が 分 か っ た。・ ・ （略）・ ・ 種 々 の 理 由 か ら 賦 課 方

式 とい う 考 え方 を基 に制 度 を維 持 する と、 今後、 将 来世 代 に 著 し い 負 担 の 増 大 が 必 要 で あ る こ

と が１９７７年 ま で に 明 ら か に な っ た。 そ れ は、 労 働 者 人 口 に 対 す る 退 職 者 人 口 の 割 合 の 上 昇 が 人

口 成 長 率 の 低 下 傾 向 に よ っ て 明 ら か で、 現 在 （１９７７年 当 時）、 労 働 者１００人 に 対 し３８人 が 給 付 を

う け て い る が、 ２０３０年 ま で に は、 同 比５４人 の 労 働 者 を 養 わ ね ば な ら な い で あ ろ う。 ・ ・（略） ・ ・

賦 課 方 式 は、 （人 口 お よ び 生 産 性 の 伸 び が 高 く）景 気 が拡 大 す る と 予想 さ れ る 時期 に は非 常 に魅

力 的 で あ っ た が、 現 在 そ の 長 所 は 薄 ら い で い る。 将 来 の 世 代 が 杜 会 保 険 税 の 税 率 の．ｊ二昇 を 喜 ん

で受 け入 れ る よ う で ない 限 り、 そ の 制 度 へ の 加 入そ のも の が 将 来 の 収 益率 を 低 める５’

こ れ は、 今 後 直 面 する であ ろ う 課 題 （年 金 な どの 自転 車操 業 的 運用） に 示 唆 を 与 え て いる。

Ｉｖ 医 療 ・ 介 護 問 題

医療 保 険 は、 本 来、 傷 病 と い う 不 確 実 性 の 事 故 に備 え た保 険 で、 公 的 年 金の よう に年 齢 と い

う 予 定 さ れ る 要 素 を 支 給 要 件 と し て い る も の で はな い。 し か し、 現 実 に は 年齢 が高 ま る 程 疾 病

確 立 が 大 き く、 ま た 平 均 入 院 期 間 も 長 く 医 療 給 付 が 支 払 わ れ る （６５歳 以上 は年 齢平 均 の３倍）。

そ こ で、 医 療 の 世 代 間 負 担 に 関 し て は、 次 の 指 摘 が あ る．

高 齢 者 の 保 険 料 は、 勤 労 世 代 の 負 担 で 軽 減 さ れ、 勤 労 世 代 か ら高 齢 者世 代 への 事 実上 の 所 得

移 転 と な る。 現 在 の 勤 労 者 世 代 も、 い ず れ 老 い た 時 に同 様 な 給 付 が保 障さ れる。 し か し、 世 代

間 の 所 得 移 転 が 持 続 的 な も の で な い 場 合 に は、 公 的 年 金 と同 様 に、 そ の生 涯 の 保 険 料 に 見合 っ

た 給 付 が 得 ら れ る 保 証 は な い、・ （略）・ 世 代 間 を 比 較 す れ ば、１９２２－２６年 生 ま れ （１９９５年 時 点 で

６９－７３歳） の 世 代 は、 生 涯 負 担 額 のユ．４倍 の 受 益 を 受 け て い る （図 ４）。 高 齢 者 医 療 給 付 を 受 け

る 初 期 の 世 代 は、 公 的 年 金 の 場 合 と 同 様 に、 給 付 に 見合 っ た 保 険 料 支 払 い な し で、 杜会 保 障制

度 の、 い わ ゆ る 創 設 者 利 得 を 得 る こ と に な る。 そ し て、 そ の 負 担 は 後 世 の 世 代 が 負 う６〕
。

ま た、 公 的 介 護 保 険 が 始 ま っ た （２０００年 ４ 月）。 こ れ は、 救 貧 福 祉 政 策 （措 置） か ら市 民 福 祉

政 策 （介 護 の 杜 会化） へ の 転 換 で あ る。 こ れ で、 国 民 皆 保 険、 国 民 皆 年金 と 共 に福 祉 杜 会 の 実
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現 と な る が、 見 方 を変 え れ ば、 新 た な 国民 負 担 に な り新 た な世 代 間負 担 と なる の で ある。

なお、 医 療 を効 率 性 の み に 終始 する と、 医療 の 質 の低 下や 医療 機 関 によ る 患 者 の 逆 選 択 の 発

生 に繋 が る （米 国 民 間 医 療Ｈ ＭＯ）。 医 療 は、 不 確 実性 に対 処 する の で個 人 では と て も 対 処 出 来

な い し、 民 間 で は 未 加 入 や 排 除も 生 じる 可 能 性 があ る。 医療 は、 市 民 杜 会 共 同 事 業 で杜 会 保 険

の 強 制 加 入 す る 方 法 に 委 ね ね ば な ら な い。 ・（略） ・ 障 害 者 問 題 も 含 め、ノ ー マ ラ イ ゼ ー シ ョ ン を

目 標 に し な け れ ば な ら な い。 私 達 は 必 ず 高 齢 者 にな る し、 不 確 実 性 に よ り 明 目 に も 障 害 者 に な

る。 こ う し た 杜 会 的 コ ス ト は、 ノ ー マ ル な 心 を 持 っ た 私 達 の 杜 会 形 成 に は 必 要 不 可 欠 で あ る７〕
。

図 ４ 医療 保険 を 通 じ た 所 得 再 分配 効果 （１９９５年）
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（資 料） 厚 生統 計 協 会 「保 険 と 年 金 の 動 向」 に よ り 推 計。

（出 典） 八 代 尚宏 ・ 伊藤 由樹 子 「第 ８ 章 高 齢 者 保 護 政 策 の 経 済 的 帰 結」

ｒ「弱 者」 保 護 政 策 の 経 済 分 析』 （八 田 達 夫 ・ 八 代 尚 宏 編） 日 本 経 済 新 聞 杜、 １９９５年、 ２４０頁。

Ｖ 結ぴ 一新しいパラ ダイ ムと文化会計の芽生え一

継 承 と 会 計 （世 代 会 計、 世 代 間 負 担） を 鳥 鰍 す る と、 受 益 者 （高 齢 者） と 負 担 者 （若 者） の

対 立 軸 が 垣 間 見 ら れ、高 齢 ・ 少 子 化 杜 会 に は 課 題 が 山 積 し て い る。２００７年 に わ が 国 の 人 口 が ピ ー

ク に 達 し、 そ の 後 は 低 減 し 労 働 力 人 口 が 減 少 す る と 予 想 さ れ て い る。 １９９０年 代 は、 改 革 の 先 送

り に よ っ て （放 置 の 経 済 効 果 を 生 じ）、 国 ・ 地 方 の 累 積 債 務 残 高 は６４５兆 円 （１２年 度 末） で 対 ＧＤＰ

比１３０％ に も 達 す る。

そ こ で、 ２１世 紀 の 杜 会 経 済 シ ス テ ム に は、 新 し い パ ラ ダ イ ム が 必 要 不 可 欠 に な る。 世 代 間 負

担 を 考 え る と
、 杜 会 保 障と 企 業 保 障、 個 人 保 障 と い っ た ３ つ の 生 活 保 障 手 段 に 関 す る 枠 組 み の

再 検 討 が 必 要 と な る。 そ れ は、 杜 会 保 険 制 度 の 「公 助」 と 企 業 の 福 利 厚 生 の 「共 助」、 そ し て 「自

助」 を 含 め た 生 活 保 障 シ ス テ ム の 再 構 築 を意 味 す る。 企業 活力 を損 な わ ず に 保 障 を維 持 す る に
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は 追 加 的 フ リ ン ジ ベ ネ フ ィ ッ ト は 避 け た い。 さ ら に、 将 来 の 労 働 力 不 足 や、 世 代 問 負 担 の 困 難

性 を 考 え ね ば な ら な い。 そ こ で、 こ れ か ら の 杜 会 は、 元 気 で 働 け る 人 に は 生 涯 現 役 で 生 き が い

を 持 っ て 働 く こ と が で き る、
「エ イ ジ レ ス ・ ソ サ エ テ ィ （ａｇｅ１ｅＳＳ ＳＯＣｉｅｔｙ）」 を 目 指 す こ と で あ

る。 従 来 の 老 若 男 女 の 労 働 市 場 硬 直 化 を 脱 し て、 中 高 年 雇 用 の 促 進 や 女 性 の 就 業 率増 加 を促 し

て、 労 働 市 場 の 流 動 性 を 目 指 す こ と が 必 要 で あ る。 そ れ に は、 採 用 に関 して 年 齢 差 別 禁 止 法の

制 定 や、 大 学 な ど 高 等 教 育 機 関 で シ ニ ヤ ・ キ ャ リ ア ア ッ プ な ど の 促 進、 自 己 投 資 の 優 遇 税 制、

各 種 検 定 に よ る 適 用 職 種 拡 大 な ど職 業 能 力 へ の 杜 会 的 評 価 の 確 立 な ど新 た な 杜 会 シス テ ム の 構

築 が 不 可 欠 と な る。

次 に、 少 子 化 問 題 で は、 エ ン ゼ ル ・ プ ラ ン を 強 化 し、 ジ ェ ン ダ ー 理 論 に 視 座 を 置 か ね ば な ら

な い。 今 な お 男 杜 会 に 対 し て の み 課 さ れ る 諸 処 の 変 革 を、 今 後 は 政 府 ・ 企 業 ・ 個 人 （家 庭） の

三者 に迫 り、 全 て の 働く 人 に子 育 て の 積 極 的 支 援 諸 政 策 が 必 要 と な る。 こ れ は、 子 育 て の 杜 会

化 （杜 会 コス ト） を 意 味 す る。 こう し て、 将 来 の 世 代 （将 来 の 消 費 者 で 働 き 手、 か つ 負 担 者 に

なる） に 対 し て 杜 会全 体 で応 援 し な け れ ば、 そ の 杜 会 は 維 持 す る こ と が 困 難 と 言 え る。

現 在 の 経済 シス テ ム は、 市場 経済 化 で 自 由 競 争 に よ っ て、 最 も 効 率 的 な も の が 残 る （淘 汰 機

能）。 さ ら に、 グ ロ ー バ リ ゼ ー シ ョ ン 化 で、 競 争 の 中 核 と す る 市 場 経 済 の 土 俵 が、 国 内 や 地 域 だ

け で は な く、 全 世 界 に 拡 大 化 し て い る。 そ う し た 競 争 激 化 の 杜 会 に と っ て は、 一 層、 杜 会 の セ

フ テ ィ ネ ッ ト の 構 築 が 必 要 と さ れ る。

競 争 激 化 の 中 で 杜 会 の セ フ テ ィ ネ ッ ト を 考 え、 さ ら に、 高 齢 ・ 少 子 化 問 題 を 解 決 す る に は、

従 来 通 り の 効 率 性 （市 場 性） を追 求 す る だ け で は なく、 新 し い 杜 会 意 識、 つ ま り 文化 の 面 の 指

標 を模 索 して 追 求 しな けれ ばな らな い。 そ れ に は、 効 率性 指標 の提 供 だ け で なく、 文 化 の 多 様

性 に 応 え、 サ ー ビス の 質 的 選 択 決 定 の 評 価 が でき る 指 標 も 必 要 と な る。 単 な る消 費者 か ら 市 民

へ 成 熟 し、 量 か ら 質 へ 関 心 が 移 る と、 損 得 勘 定 で 説 明 で き な い 経 済 行 為 が 発 生 す る。 特 に、 中

高 年 の 消 費 動 向 に は、 物 の 購 入 よ り サ ー ビス の 購 入 へ と いう 傾 向 が ある。 つ ま り、 関 心 が 物 の

量 か ら サ ー ビ ス の 質 に 移 行 す る こ と に あ る。 そ れ は、 モ ノ よ り コ コ ロ の 満 足 度 が 重 要 に な る こ

と を 意 味 す る。 今 後 は、 こ う し た 変 化 す る 杜 会 意 識 も 加 味 し た 文化 的思 考 が 大切 と な る。

現 在、 ＩＴ 革 命 の 進 展 で、 そ の 影 響 は 単 に 経 済 的 生 産 性 の 上 昇 の み で は な く、 杜 会 ・ 文 化 の 全

域 に 及 ぶ も の と 言 わ れ る。 そ れ は、 多 く の 情 報 が、 同 時 に 全世 界 の 市民 に よっ て 共 有化 さ れ る

こ と に な る。 こ う し た 情 報 杜 会 の 発 展 で は、 情 報 が 資 本 主 義 ・ 市 場 経 済 に と っ て 真 の 担 保 に な

ら な け れ ば な ら な い。 そ れ に は、 企 業 お よ び 国 や 地 方 自 治 体 の 情 報 は一 層 の 透 明 性と アカ ウ ン

タ ビ リ テ ィ、 そ し て タ イ ム リ ィ ー な 開 示 を 必 要 と す る。 開 示 情 報 の 品 質 保 証 を 担 う も の の 一 つ

に 会 計 学 が あ る な ら ば、 会 計 人 は 資 本 主 義 ・ 市 場 経 済 の 真 の 保 証 人 と も 言 わ れね ばな ら な い。

と こ ろ で、 故 片 岡 義 雄 博 士 が、
「ル カ ・ パ チ オ リ は 帳 簿 を 開 く 際、 十 字 を 切 り 真 性 を 誓 う こ と

を 望 ま れ た。」 と 話 さ れ た こ と を 思 い 出 す。 さ ら に、 故 黒 澤 清 博 士 は、
「会 計 は、 金 銭 文 明 の 申

し 子 だ。 金 銭 文 明 の 病 の 医 者 と し て 職 を 求 め る の が、 私 の 会 計 学 だ。」 と 言 わ れ た呂〕
。 こ れ ら は、
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「会 計 倫 理」 の 必 要 性 を 問 う て い る。

こ う し た 現 代 杜 会 の 動 向 か ら、 会 計 機 能 の 展 開 に は、 モ ノ か ら コ コ ロ ヘ の 豊 か さ の 評 価 や、

さ ら に、 会 計 倫 理 が 必 要 に なっ て い る。 こ れ は、 会 計 学 の 本 質 の 拡 大 で あ り、 従 来 の 経 済 的 情

報 や、 さ ら に 杜 会 的 情 報 と 共 に、 文 化 的 情 報 の 報 告 も 必 要 に な っ て い る。 こ の こ と は、 文 化 と

会 計 の 展 開 に 通 じ て、 い わ ゆ る 「文 化 会 計」 の 萌 芽 と も 言 え る９〕
。
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